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洋光台六丁目南自治会 個人情報取扱ルール

制定 平成30年 4月 1日

(目 的)

第 1条 この取扱ルールは、洋光台六丁目南自治会 (以下「本会」という。)が保

有する個人情報について適正な取扱いを確保することを目的として定めます。

(責務 )

第 2条 本会は、個人情報の保護に関する法律 (以下 「法」という。)等を遵守

するとともに、自治会活動において個人の情報の保護に努めます。

(周知 )

第 3条 本会は、この個人情報取扱ルールを、総会資料又は回覧等により、会員

に周知します。

(管理者)

第 4条 本会における個人情報の管理者は、会長若しくは会長の指定した役員と
します。

(取扱者)

第 5条 本会における個人情報の取扱者は、役員、要援護者を支援する者、班長
および会長が認めるものとします。

(秘密保持義務)

第 6条 個人情報の管理者・取扱者は、職務上知ることができた個人情報をみだ

りに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しません。その職を退いた後も、同

様とします。

(個人情報の取得)

第 7条 本会は、会長が「洋光台六丁目南自治会入会申込書」などを、会員又は
会員になろうとする方から受理することにより、個人情報を取得します。

2 要援護者の支援等のため、法に規定する障害や病歴などの要配慮個人情報を
取得する際は、本人の同意を得て取得します。

3 本会が会員から取得する個人情報は、家族 (同居人を含む)の氏名、生年月
日、性別、住所、電話番号 (携帯番号含む)、 班、緊急時連絡先、その他連絡事

項などで会員が同意する事項とします。

4 本会が配布する自治会名簿に記載する個人情報は、氏名、住所、電話番号 (携
帯番号含む)班などで、会員が同意する事項とします。
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(利用)

第 8条 本会が保有する個人情報は、各号に掲げる活動等に際して利用します。
(1)自 治会費の請求、管理、その他文書の送付など

(2)会員名簿の作成及び会の区域図の作成

(3)慶弔、敬老祝等の対象者の把握

(4)災害等の緊急時における支援活動

(5)災害時に備えた要援護者との日頃からの関係づくり

(管理)

第 9条 個人情報は、会長又は会長が指定する役員が保管するものとし、適正に

管理します。

2 不要となった個人情報は、適正かつ速やかに復元不可能な状態にして廃棄し
ます。

(提供)

第 10条 個人情報は、次に掲げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ない
で第二者 (委託・共同利用の相手方を除く)に提供しません。

(1)会員本人から個人情報を取得する際に伝えて同意を得ている範囲で提供す

る場合

(2)法令に基づく場合

(3)人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合

(4)公衆衛生の向上又は児童の健全育成の推進に必要がある場合

(5)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が、法令の定める

事務を遂行することに対して協力する必要がある場合

(第二者提供に係る記録の作成等

第 11条 取扱者は、個人情報を第二者 (県・市役所 。区役所を除く)に提供し
たときは、法第 25条に定める第三者提供に係る記録を作成し3年間保存しま

す。

(第二者提供を受ける際の確認等)

第 12条 取扱者は、第二者 (県・市役所 。区役所を除く)から個人情報の提供
を受けるに際しては、法令第26条に定める第二者提供を受ける際の確認を行い、

記録を作成し3年間保存します。

(開示)

第 13条 会員は、第 7条の規定に基づき提供した会員本人の個人情報について
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個人情報管理者に対し開示を請求することができます。

2 個人情報管理者は、会員本人から会員本人の個人情報の開示について請求が

あったとき、法第 28条第 2項に該当する場合を除き本人に開示します。

(個人情報の訂正等)

第 14条 会員は、第 7条に基づき提供した会員本人の個人情報について個人情

報管理者に対し訂正等を求めることができます。

2 前項の請求があった場合、個人情報管理者は直ちに該当する個人情報の訂正

等を行います。ただし、各会員にすでに配布されている会員名簿等は、訂正等に

ついて会員に連絡することをもってこれに替えることができるものとします。

(漏えい発生時等の対応)

第 15条 取扱者は、個人情報を漏えい、滅失、き損等の事案の発生又はその兆
候を把握した場合は、管理者に連絡します。この場合において管理者は、事実及

び原因の確認、被害拡大の防止、影響を受ける本人への連絡、再発防止等の対応

を行います。

(開示請求及び苦情相談窓口)

第 16条 本会における開示請求及び苦情相談窓口は、会長とします。
(取扱ルールの変更)

第 17条この取扱ルールは行政と相談の上、役員会により変更することができま

す。

(附則)

このルールは、平成 30年 4月 1日 から施行します。
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“洋光台六丁目南自治会 個人情報取扱ルール"

に記載された個人情報保護法の説明

●第二者提供に係る記録の作成等 (法 25条 )

★「個人情報」を第二者に提供した時は、提供した年月日、当該第二者の氏名又は名称そ

の他の個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記録を作成しなければならない。

但し “洋光台六丁目自治会 個人情報取扱ルール"第 10条 (2)～ (5)に関しては

作成しなくても良い。

★当該記録は、個人情報保護委員会規則で定める期間保存しなければならない (原則 3年)

●第二者提供を受ける際の確認等 (法第 26条 )

☆第二者から「個人情報」の提供を受けるに際しては、次の事項を確認しなければならな

い。但し “洋光台六丁目自治会 個人情報取扱ルール"第 10条 (2)～ (5)に関し

ては確認しなくても良い。

。当該第二者の氏名又は名称、住所、法人の場合はその代表者名

。当該個人データの取得の経緯

★当該確認を行ったときは、提供を受けた年月日、当該確認に係る事項その他  の個人

情報保護委員会規則で定める事項に関する記録を作成しなければならない。

★当該記録は個人情報保護委員会規則で定める期間保存しなければならない

(原則 3年)

●個人情報の開示請求 (法第28条 )

★本人は、当自治会に対して当該本人が識別される保有個人情報の開示を請求することが

できる。

★当自治会は、前項の規定による請求を受けたときは、本人に対し、政令で定める方法に

より遅滞なく、当該保有個人情報を開示しなければならない。ただし、開示することにより

次の各号のいづれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。

一 本人又は第二者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合

二 当自治会の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合

三 他の法令に違反することとなる場合
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個人情報取 の主な義務等一覧
個人情報取扱事業者とは、「個人情報データベース等」(個人情報を含む情報の集合物であ

つて、検索性のあるもので
=電
子データだけでなく紙も含まれます。不特定多数に販売され

ているものをそのまま使用する場合等は除■ます。)を事業活動に利用している事業煮です。
営利 1非営利を問わずヽ個人情報保護法の適用を受けます。          .
なお、次の規定は個人情報取扱事業者 くの従業者等)にかかるものであるため、個人とし
て取り扱う場合には、1義務は課せられません。       _ | ‐

‐
認 ■～

★のついた項目は、平成29年 5月 30日施行の改正法で新たに義務化されたものです。

」』週菫α壺囚菫扇』墾証
。 「個人情報」を取り扱うにあたつては、利用目的をできるかざり特定しなければなら
ない。

・ 利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認めら
れる範囲を超えて行つてはならない。

」E旦」埜l」L型]目也EE麹二_豊E_1`ユ

`曇'と

。 あらかじめ本人の同意を得ないで、特定した利用目的の達成に必要な範囲を超えて「個
人情報」を取り扱つてはならない (法令に基づく場合など例外あり。詳細は次ページ

の※印を参照)。     .

0適正埜取握K菫ユヱ墨Σ
・ 偽りその他不正な手段により f個人情報」を取得してはならない。
★ あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報☆を取得してはならない (法令に
基づ<場合など例外あリスペ

Lジ
,不 )0

☆ 要配慮個人情報…本人の人種、信条t社会的身分、病歴、犯歴、犯罪被害を受けた
事実その他の、差別‐・偏見等が生じないよう特に取扱いに配慮を要する個人情報。

「個人 あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、

速やかに、そ 目的を、本 知し、又は公表しなければならない。

「個人情報」を本人から直接書面等で取得する
利用目的を明示しなければならない。ただし、
に緊急に必要がある場合はこの限りでない。

.場合は、あらDti&b6AEi-fly, Z0)
人の生命、身体又は財産の保護のため

利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表

しなければならない。               _
(上記3規定には、本人又は第二者の権利利益等を書するおそれがある場合や、取得の状況か

らみて利用目的が明らかである場合等には通知・公表を行わなくてもよいとする例外あり。)

利用目的の達成に てヽ、一「個人データ」を正確かつ最新の内容に保

つよう努めなければならない。
★ 利用する必要がなくなつた時は、当該「個人データ」を遅滞な<消去するよう努めな
ければならない。

α難盤箋腱置K皇笙盪主
。 「個人データ」の漏えい、滅失又はき損の防止その他の「個人データ」の安全管理の
ために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

5 抜粋 市民生活における個人情報保護Q&A
発行 :横浜市市民局情報課

●延:菫壁lL現I覇1離1婁1図1理塁メ鞘邑2ユ:ヨ:=姜1尋〔輩:姿:EL
。 「個人データ」の安全管理が図られるよう、従業者。委託先に対する必要かつ適切な
監督を行わなければならない。

(次ページに続く)



壁饉壼握鰹盛』贋K塁丞ヨ主
。 あらかじめ本人の同意を得ないで、「個人データ」を本人以外の者 (第二者)に提供
してはならない (法令に基づく場合など例外ありも詳細は下部※EOを参照)。

豊塾塁L墨壺菫郵蟄蟹墾郵墜凶墾雖(箋2生暴≧11
★ 外国(日本と同等の水準にある個人情報保護制度を持つ国を除く)にある第二者に「個
人データ」を提供する場合は、あらかじめ本人の同意を得なければならない (法令に

基づく場合など例外ありX)。 ‐   ‐ ‐

又は名

原則3
年)。

★ 第二者から「個人データ」 1提供を受け
らない (法令に基づく場合など例外あり
★ 当該第二者の氏名又は名称、住所t法人の場合はその代表者名
★ 当該個人デニタの取得の経緯    ‐‐ ――        ‐
★ 当該確認を行つたときは:提供を蔓けた年月日:当該確認に係る事項その他の個人情
報保護委員会規則で定める事項に関する記録を作成しなければならない。

★ 当該記録は、個人情報保護委員会規則で定める期間保存しなければならない |(原則3
年)。               ‐    _

閑示・ 訂正・

を受けたとき

は、運滞なく開示等の必要な対応を行わなければならない.(開示することにより他の

法令違反となる場合など例外あり)。      .‐
1  ‐・1

ばならない。

人からの苦情を適切かつ迅速に処理するため、(苦情受付窓□の設置、苦情処理手

順の策定など)必要な体制の整備に努めなければならない。

‐豊副社輩巨〔過選江
★
‐
個人情報取扱事業者

従業者 (これらであ
ベース等 (その全部

不正な利益を図る日
金に処せられる

=‐

‐
(法人等の場含はヽ その役員、代表者又は管理人)若しくはその
つた者を含む)書にその業務に関して取り扱った個人情報データ
又は‐部を複製,加工したものを含む)を自己苦しくは第二者の

的で―提供・盗用した時は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰

※法令に基づく場合なとめ例外とは、次のものを指します (第 16条、第231条第1項、第24条 )。
なお、第 17、 25、 26条については、次に示すもの以外にも例外がありますので、詳しくは法令
を御確認<ださしヽ。                  

・

① 法令に基づく場合
② 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが
困難であるとき
③ 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であつて、本人の
同意を得ることが困難であるとき
④ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行すること
に対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支

障を及ぼすおそれがあるとき
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★ 」を第二者に提供した時は、提供した年月
しなければな

らない (法令に基づ<場合な り

★ 当該記録は
=

るに際しては、次の事項を確認しなければな

保有個人デ‐夕に関し、

利用停止等の手続、苦情の申出先等について、 (本人の求めに応

じて遅滞なく回答する場合を含む)

」に係る、 ・ 訂正・


